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昭
和
四
十
二
年
十
二
月
八
日
付
で
、
特
殊
教
育
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
が
、
右
に
対
す
る
答
弁 

 

は
、
か
な
ら
ず
し
も
満
足
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
再
び
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

一 

学
校
教
育
法
第
七
十
四
条
に
よ
れ
ば
、
都
道
府
県
は
、
養
護
学
校
の
設
置
義
務
を
お
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
施
行
後
二
十
年
を
経
過
す
る
昭
和
四
十
二
年
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
養
護
学
校
未
設
置
の
都
道
府
県
数

は
精
神
薄
弱
養
護
学
校
が
三
十
三
府
県
、
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
が
二
県
、
病
弱
虚
弱
養
護
学
校
が
二
十
九
府

県
で
あ
り
、
養
護
学
校
設
置
義
務
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
が
い
ま
だ
に
公
布
さ
れ
て
い
な
い
。 

二 

文
部
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
二
年
五
月
一
日
現
在
、
学
齢
児
童
生
徒
の
う
ち
、
特
殊
教
育
の
対
象 

 
右
事
実
に
関
し
、
い
か
な
る
理
由
を
も
つ
て
、
今
日
ま
で
放
置
し
て
い
る
の
か
政
府
の
説
明
を
伺
い
た 

 
 

い
。 

特
殊
教
育
に
関
す
る
質
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主
意
書 

三 

 



 

右
の
事
実
は
、
約
七
十
六
万
六
千
名
に
達
す
る
障
害
児
が
、
義
務
教
育
就
学
率
九
十
九
・
八
％
世
界
一
の
誇

り
の
陰
に
、
入
学
す
べ
き
養
護
学
校
、
特
殊
学
級
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
や
む
な
く
普
通
学
級
に
お
い 

 

て
、
不
適
切
な
教
育
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

最
近
数
年
間
の
特
殊
学
級
の
増
設
推
移
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
度
（
昭
和
三
十
八
年
五
月
一
日
―
昭

和
三
十
九
年
四
月
三
十
日
）
が
千
三
百
十
六
学
級
で
一
万
一
千
三
百
三
十
二
名
、
昭
和
四
十
年
度
が
千
四
百
九

十
八
学
級
で
一
万
一
千
百
五
十
五
名
、
昭
和
四
十
一
年
度
が
千
七
百
四
十
学
級
で
一
万
三
千
七
百
七
十
五
名
、

昭
和
四
十
二
年
度
が
千
三
百
九
十
三
学
級
で
一
万
九
百
九
十
四
名
と
な
つ
て
い
る
。 

と
な
る
障
害
児
数
が
九
十
万
五
千
九
百
五
十
九
名
、
就
学
者
数
が
十
三
万
九
千
九
百
八
十
四
名
、
就
学
率
が
十

五
・
四
％
で
あ
る
。 

こ
れ
で
は
、
わ
が
国
の
特
殊
教
育
が
欧
米
の
水
準
に
達
す
る
に
は
、
今
後
な
お
数
十
年
の
努
力
を
必
要
と
す

る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

三 

今
日
特
殊
教
育
行
政
が
進
展
を
み
せ
る
重
大
原
因
の
一
つ
は
、
特
殊
教
育
に
お
け
る
一
貫
し
た
教
員
対
策
が

樹
立
さ
れ
ず
、
教
員
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
日
本
の
義
務
教
育
制
度
が
世
界
一
に
な
つ

た
陰
に
は
、
師
範
教
育
行
政
の
確
立
が
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
現
在
の
特
殊
教
育
行
政
に
は
、
教
員
の
養
成
並

び
に
そ
の
身
分
、
待
遇
に
関
し
、
一
貫
し
た
体
系
が
存
在
せ
ず
、
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
待
遇
を

例
に
と
れ
ば
、
従
来
四
％
に
す
ぎ
な
か
つ
た
特
別
手
当
が
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
い
た
り
、
よ
う
や
く
八
％
に

増
額
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
が
一
般
教
員
の
二
割
五
分
増
の
加
算
を
行
な
い
、
養
成
課
程
に
あ
つ
て

は
、
一
般
養
成
課
程
の
学
生
の
五
割
増
の
手
当
を
支
給
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
教
員
の
不
足
に
悩
ん
で

い
る
現
状
よ
り
し
て
も
、
い
か
に
わ
が
国
の
教
員
対
策
が
無
策
で
あ
る
か
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

し
か
る
に
、
政
府
は
昭
和
四
十
三
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、
特
殊
学
級
の
増
設
を
、
わ
ず
か
千
二
百
学
級
に

と
ど
め
て
い
る
が
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
明
確
な
る
説
明
を
伺
い
た
い
。 

元
来
、
一
般
教
員
に
く
ら
べ
、
特
殊
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
仕
事
の
内
容
も
じ
み
で
手
数
が
か
か 

五 

 



 

(イ )
待
遇
の
改
善

(ロ )
一
般
教
員
と
は
別
個
に
独
立
し
た
身
分
制
度
の
確
立

(ハ )
需
要
に
見
合
う
養
成
課
程
の
拡
充

こ
そ
特
殊
教
育
に
お
け
る
か
な
え
の
三
本
足
で
あ
る
。 

り
、
そ
の
割
に
む
く
わ
れ
な
い
上
、
身
分
関
係
に
お
い
て
も
不
利
な
条
件
を
忍
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で 

 

は
、
け
だ
し
教
員
の
不
足
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
に
と
つ
て
魅
力
あ
る
職
場
に
改
善
さ
れ

な
い
限
り
、
教
員
の
不
足
は
解
消
さ
れ
ず
、
教
員
の
確
保
な
く
し
て
特
殊
教
育
の
発
展
は
望
ま
れ
な
い
。 

他
方
政
府
の
教
員
養
成
の
方
法
は
、

(イ )
大
学
の
養
成
課
程
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
の
卒
業
生
は
、
一
級
、
二

級
を
あ
わ
せ
て
七
百
三
十
一
名
）

(ロ )
内
地
留
学
生
派
遣
制
度
（
昭
和
四
十
二
年
度
内
地
留
学
生
百
五
名
）

(ハ )
初

心
者
に
対
す
る
短
期
研
修
制
度
の
三
本
立
で
あ
り
、
新
規
有
資
格
者
数
は
ま
さ
に
焼
石
に
水
の
感
が
あ
る
。
さ 

文
部
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
現
在
特
殊
教
育
を
担
当
す
る
教
員
総
数
二
万
二
千
七
百
十
八
名
中
、
特
殊
教
育

免
許
状
所
有
者
は
七
千
六
十
八
名
（
三
十
一
・
一
％
）
に
と
ど
ま
り
、
特
に
特
殊
学
級
に
あ
た
つ
て
は
一
万
二
千

八
百
五
名
中
、
わ
ず
か
に
千
七
百
十
五
名
（
十
三
・
三
％
）
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。 

六 

 



 

四 

次
に
幼
児
期
に
お
け
る
特
殊
教
育
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
。 

『
早
期
発
見
の
早
期
教
育
』
は
特
殊
教
育
の
基
本
的
鉄
則
で
あ
り
、
特
に
大
脳
が
発
育
途
上
に
あ
る
幼
児
期
に

適
切
な
る
補
完
教
育
を
施
す
こ
と
は
、
就
学
前
の
障
害
者
に
顕
著
な
教
育
効
果
を
与
え
る
。
新
生
児
の
際
は
、

わ
ず
か
に
三
百
三
十
五
グ
ラ
ム
に
す
ぎ
な
か
つ
た
大
脳
も
、
三
歳
児
に
な
る
と
千
六
十
四
グ
ラ
ム
に
達
し
、 

『
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
』
の
こ
と
わ
ざ
に
も
あ
る
と
お
り
こ
の
時
期
に
人
格
の
基
礎
が
固
ま
つ
て
く
る
。
さ
ら
に

七
歳
―
八
歳
の
こ
ろ
に
至
つ
て
、
視
覚
、
聴
覚
、
運
動
、
言
語
中
枢
が
完
成
す
る
。 

ら
に
、
早
急
に
設
置
す
べ
き
養
護
学
校
、
特
殊
学
級
の
要
求
に
加
え
て
、
将
来
の
特
殊
教
育
制
度
の
拡
充
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
特
殊
教
育
に
お
け
る
教
員
養
成
行
政
の
刷
新
、
拡
充
は
焦
眉
の
急
と
信
ず
る
。 

政
府
は
、
現
状
の
不
足
を
解
消
し
、
将
来
の
必
要
に
備
え
て
、
い
か
な
る
方
針
と
対
策
を
用
意
さ
れ
て
い
る

の
か
具
体
的
な
説
明
を
伺
い
た
い
。 

し
か
る
に
、
人
間
の
人
格
形
成
に
最
も
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
幼
児
期
の
障
害
者
に
対
し
、
政
府
の
配
慮 

七 

 



 

は
全
く
欠
け
、
幼
児
期
の
対
策
は
貧
困
を
き
わ
め
て
い
る
。
欧
米
の
状
況
と
比
較
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
幼
児
対

策
は
、
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
普
通
児
が
満
六
歳
で
小
学
校
に
入
学
す
る
ま

で
に
、
自
然
に
四
千
語
よ
り
五
千
語
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
聾ろ

う

児
に
対
し
、
小
学
校
入

学
前
一
年
保
育
を
施
す
と
、
約
千
五
百
語
を
覚
え
、
二
年
保
育
で
は
、
二
千
か
ら
二
千
五
百
語
に
達
し
、
三
年
保

育
で
は
、
ほ
ぼ
四
千
語
の
言
葉
が
使
用
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
千
九
百
六
十
二
年
す
で
に
三
百
二

十
一
校
の

聾ろ

う

幼
稚
園
を
か
ぞ
え
、
中
に
は
一
歳
児
保
育
の
幼
稚
園
す
ら
存
在
す
る
。 

幼
児
教
育
を
欠
く
日
本
の
特
殊
教
育
を
、
ま
さ
に
画
竜
点
晴
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
政
府
は
幼
児
の

特
殊
教
育
を
、
い
か
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
対
策
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
見
解 

悲
し
い
か
な
、
日
本
に
お
い
て
は
昭
和
四
十
二
年
五
月
一
日
現
在
に
て
、
幼
稚
園
に
通
園
す
る
幼
児
の
数 

 

は
、
盲
児
三
十
名
、
聾ろ

う

児
千
三
百
九
十
六
名
、
精
神
薄
弱
児
二
十
名
、
肢
体
不
自
由
児
五
名
、
病
弱
虚
弱
児
六

名
に
す
ぎ
な
い
。 

八 

 



 

五 

日
本
の
特
殊
教
育
の
欠
陥
は
、
職
業
教
育
の
軽
視
に
あ
る
。
教
育
の
本
義
は
、
将
来
有
為
の
人
材
を
養
成
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
将
来
の
効
用
を
期
待
す
る
先
行
投
資
の
性
格
を
も
ち
、
し
か
も
教
育
無
償
の
原
則
の
上

に
立
つ
。
特
殊
教
育
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
障
害
を
も
つ
人
た
ち
は
、
国
家
に
対
し
保
護
保
償
を
求
め
、
自
立

の
機
会
を
求
め
る
権
利
を
も
つ
。
逆
に
国
家
の
側
に
す
れ
ば
、
障
害
を
も
つ
人
た
ち
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は

社
会
的
に
も
大
き
な
負
担
に
な
る
。
も
し
、
国
家
が
か
れ
ら
に
社
会
復
帰
の
道
を
開
き
、
か
れ
ら
が
社
会
で
自

立
で
き
る
機
会
と
能
力
を
与
え
得
る
な
ら
ば
、
将
来
か
れ
ら
の
収
入
か
ら
税
金
と
し
て
、
国
家
に
復
帰
に
要
し

た
経
費
の
払
い
戻
し
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
、
双
方
に
と
り
得
策
で
あ
る
。 

を
承
り
た
い
。 

こ
こ
に
、
特
殊
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
の
積
極
的
意
義
が
あ
り
、
現
に
ア
メ
リ
カ
の
障
害
者
対
策
が
、
非

常
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
理
由
は
、
実
に
こ
の
民
主
的
な
合
理
精
神
が
、
根
底
に
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
道
主
義
を
背
景
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
は
、
非
常
に
充
実 

九 

 



 

六 

最
後
に
、
日
本
の
特
殊
教
育
行
政
の
最
大
の
欠
陥
で
あ
る
言
語
障
害
児
、
情
緒
障
害
児
対
策
に
つ
い
て
お
尋

ね
し
た
い
。 

し
た
内
容
を
も
つ
て
い
る
。 

そ
れ
に
反
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
社
会
復
帰
へ
の
道
を
な
す
職
業
教
育
は
、
ま
こ
と
に
貧
弱
を
き
わ

め
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
お
け
る
特
殊
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
に
投
ぜ
ら
れ
た
予
算
は
、
わ
ず
か
に
四
千
五

百
万
円
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
職
業
教
育
の
充
実
が
あ
つ
て
、
は
じ
め
て
特
殊
教
育
が
首
尾
一
貫
し
た
体
系
を

整
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
職
業
教
育
を
軽
視
し
て
い
る
現
状
は
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
く
も
の

か
所
見
を
伺
い
た
い
。 

学
校
教
育
法
第
六
章
特
殊
教
育
に
関
す
る
規
定
に
は
、
両
者
を
規
定
す
る
条
項
が
全
く
な
い
。
こ
の
両
者
を

欠
く
特
殊
教
育
は
、
あ
た
か
も
法
学
部
、
医
学
部
を
欠
く
総
合
大
学
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
特
殊
教
育
が
障

害
者
の
社
会
復
帰
を
目
標
と
す
る
以
上
、
固
有
の
永
続
的
障
害
で
あ
る
盲
者
、
聾ろ

う

者
、
精
神
薄
弱
者
、
肢
体
不 

一
〇 

 



 

(Ａ ) 

言
語
障
害
児 

自
由
者
よ
り
も
、
一
時
的
障
害
た
る
言
語
障
害
児
、
情
緒
障
害
児
に
対
す
る
教
育
は
一
層
重
要
な
意
義
を
も 

 

つ
。
現
行
法
規
の
あ
り
方
は
、
ま
こ
と
に
理
解
に
苦
し
む
。
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
教
育
治
療
制

度
が
確
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
り
わ
が
国
の
み
が
、
全
く
そ
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
反
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
言
語
障
害
児
（
十
八
歳
未
満
）
は
約
百
七
十
万
人
、
学
齢
児
童
生

徒
約
七
十
五
万
人
以
上
存
在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
殊
学
級
わ
ず
か
に
小
学
校
二

十
五
学
級
、
中
学
校
三
学
級
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
教
師
も
五
十
名
に
と
ど
ま
り
、
就
学
率
五
千
人
に
一
人
の
割

で
あ
る
。
ま
さ
に
雲
泥
の
相
違
で
あ
る
。 

現
在
ア
メ
リ
カ
に
二
百
万
人
に
及
ぶ
言
語
障
害
児
が
存
在
し
、
そ
の
内
三
十
四
％
が
、
一
万
人
以
上
に
達

す
る
専
門
の
言
語
治
療
教
師
の
教
育
を
う
け
て
い
る
。
ま
た
、
教
員
養
成
の
た
め
、
二
百
以
上
の
大
学
に
、

専
門
の
言
語
治
療
教
師
を
養
成
す
る
課
程
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

一
一 

 



 

(Ｂ ) 
情
緒
障
害
児 

ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
重
症
児
に
対
し
て
は
小
児
専
門
の
精
神
診
療
所
が
設
置
さ
れ
、
す
べ
て
州
費
で
治

療
が
施
さ
れ
、
軽
症
者
に
対
し
て
は
、
特
殊
学
級
に
お
い
て
治
療
教
育
が
施
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い

て
は
全
く
特
殊
学
級
が
存
在
し
て
い
な
い
。
非
行
化
防
止
の
見
地
よ
り
み
て
も
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
ゆ 

情
緒
障
害
児
対
策
に
つ
い
て
は
、
欧
米
十
五
箇
国
に
お
い
て
、
す
で
に
治
療
教
育
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い

る
。
特
に
少
年
非
行
化
の
要
因
と
し
て
重
視
さ
れ
、
犯
罪
少
年
の
再
教
育
に
は
、
情
緒
障
害
の
治
療
に
重
点

が
お
か
れ
て
い
る
。 

イ
ギ
リ
ス
文
部
省
社
会
不
適
応
児
委
員
会
は
、
情
緒
障
害
児
の
出
現
率
が
、
治
療
を
要
す
る
者
、
診
断
を

要
す
る
者
、
援
助
を
要
す
る
者
を
含
め
五･

四
％
か
ら
十
五･

八
％
あ
る
と
報
告
し
て
あ
る
。 

東
京
都
教
育
委
員
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
問
題
児
中
十
％
は
、
専
門
の
精
神
科
医
の
治
療
を
必

要
と
し
、
五
％
―
十
％
が
治
療
を
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
結
論
が
で
て
い
る
。 

一
二 

 



 

 

一
三 

ゆ
し
き
社
会
問
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

政
府
は
、
い
か
な
る
理
由
で
こ
の
問
題
に
全
然
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
説
明
を
願
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


